
追加賠償（中間指針第５次追補にかかる損害賠償）を請求した場合を中心に、
東京電力が答弁書で賠償を認めた部分について、先行して和解を成立させ、早期に
支払いを受けることができる制度です。
 申立人が希望する場合、ADRセンターの和解仲介手続の中で実施します。
 早ければ、申立書の提出から３か月程度で和解金の支払いを受けることができます。

１．早期一部支払とは

文部科学省 原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲセンター）
☎ ０１２０－３７７－１５５ 平日１０時～１７時

２．手続の流れ

申立人 ADRセンターに申立書を提出
早期一部支払を □ 希望します にチェック

東京電力
答弁書の送付
東京電力が支払いを認める損害項目と金額を記載
※申立書の提出から１か月半後頃

ADRセンター
早期一部支払に関する書面を申立人に送付
・振込口座を連絡していただくための書面
・早期一部支払の手続きをご説明する書面など

申立人
早期一部支払に関する書面をADRセンターに返送
・振込口座を連絡していただくための書類に
必要事項を記載して返送

ADRセンター 「一部和解契約書」を作成し、申立人に送付

申立人 「一部和解契約書」に署名・押印して返送

申立人（代表者）の口座に和解金の振込み
※早期一部支払の対象外となった損害項目については、
和解仲介手続が続行します

東京電力

本人確認書類の
コピーを提出

申立人

この間に

※提出にあたっては
同封の「本人確認
書類提出のご案内」
をご確認ください

（別紙４）パンフレット「早期一部支払の流れ」
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